
○平成30年７月豪雨災害に係る宇和島市被災中小企業者復旧資金利子補給金交付要綱

平成30年７月31日

要綱第68号

（目的）

第１条 この要綱は、平成30年７月豪雨災害による影響を受け事業活動に支障が生じ

ている中小企業者に対し、復旧に向けて借り入れた融資の利子を補給することにつ

いて、宇和島市補助金等交付規則（平成17年規則第47号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において「大企業者」とは、中小企業の事業活動の機会の確保のた

めの大企業者の事業活動の調整に関する法律（昭和52年法律第74号）第２条第２項

第１号に規定する者をいう。

２ この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法（昭和38年法律第154号）

第２条第１項に規定する中小企業者又は社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動

法人、一般社団法人若しくは一般財団法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、

学校法人、農事組合法人、農業法人（会社法（平成17年法律第86号）に基づく会社

及び有限会社を除く。）、組合（農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組

合法（昭和24年法律第181号）に基づく組合等）若しくは有限責任事業組合（LLP）

であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

（１） 市内に住所及び事業所を有する個人

（２） 市内に主たる事業所を有する会社又は法人

３ 前項の規定にかかわらず、中小企業者には、次の各号のいずれかに該当する者を

含まないものとする。

（１） 発行済株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業者が

所有しているもの

（２） 発行済株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を大企業者が所有し

ているもの

（３） 大企業者の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占

めているもの

（利子補給対象者）

第３条 利子補給金の交付対象となる者は、中小企業者とする。

（利子補給の対象融資）



第４条 利子補給の対象は、次の表に掲げる融資とする。

（利子補給金の額）

第５条 利子補給対象資金の額は、同一受給者に対し3,000万円を限度とする。

２ 利子補給金の額は、毎年１月１日から同年12月31日までの期間に係る利子相当額

（当該利子相当額が年1.36％の貸付利率により算定した額を超える場合は、当該算

定した額）とする。ただし、支払済みであることが確認できるものに限る。

３ 前項の規定により算出した額に、100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切

り捨てるものとする。

４ 返済の遅延により加算された延滞利息は、利子補給金の交付対象としない。

（利子補給の期間）

第６条 利子補給の交付の対象となる期間は、運転資金については84月以内、設備資

金については120月以内、運転資金と設備資金の併用については120月以内とする。

（交付の申請）

第７条 利子補給金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、毎年

１月末日までに、平成30年７月豪雨災害に係る宇和島市被災中小企業者復旧資金利

子補給金交付申請書（様式第１号）に災害復旧資金・貸付利息支払証明書（様式第

２号）又は償還状況を確認できる金融機関発行の証明書類その他必要な書類を添え

て市長に提出しなければならない。

（着手届及び完了届の免除）

第８条 規則第７条に規定する補助事業等着手届及び完了届の提出は要しないものと

する。

区分 融資制度名 用途 備考

愛媛県 災害関連対策資金 運転資金又は設備

資金

平成30年７月５日か

ら平成32年３月31日

までに借り入れたも

のに限る。

日本政策金融公庫 災害復旧貸付

平成30年７月豪雨特別貸

付

平成30年７月豪雨に伴う

小規模事業者経営改善資

金の拡充（西日本豪雨災

害マル経）

運転資金又は設備

資金

商工組合中央金庫 災害復旧資金 運転資金又は設備

資金



（交付の決定）

第９条 市長は、第７条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適

当と認めたときは、速やかに利子補給金の交付を決定し、平成30年７月豪雨災害に

係る宇和島市被災中小企業者復旧資金利子補給金交付決定通知書（様式第３号）に

より申請者に通知するものとする。

（請求）

第10条 前条の規定により利子補給金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」と

いう。）は、平成30年７月豪雨災害に係る宇和島市被災中小企業者復旧資金利子補

給金交付請求書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。

（交付の制限）

第11条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給金を交付しな

い。

（１） 融資金を借入当初の融資条件の期日内（毎月払込み期日後10日以内）に返

済しなかったとき。ただし、令和２年３月２日から令和３年３月31日までの間に

おいて、借入当初の融資条件を変更したとき又は当該期間中に借入当初の融資条

件の期日が到来し、かつ、その期日を経過して返済したときについては、この限

りでない。

（２） 融資金を目的以外に使用したとき。

（３） 利子補給金交付申請時に宇和島市内で営業していない、又は住居を有しな

いとき。

（４） 利子補給金交付申請時に市税等を滞納しているとき。

（５） その他市長が利子補給金の交付が適当でないと認めたとき。

（調査及び報告）

第12条 市長は、この要綱を適正に運用するため必要と認める場合は、申請者又は補

助事業者の融資金融機関に対して、必要な事項について報告を求めることができる。

２ 市長は、申請者又は補助事業者の関係帳簿書類等を関係職員に調査させることが

できる。

（決定の取消し及び返還）

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利子

補給金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した利子補給金の

全部若しくは一部を返還させることができる。

（１） 虚偽その他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。

（２） その他市長が不適当と認めたとき。



（書類の保管等）

第14条 補助事業者は、当該利子補給金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備

え、当該帳簿及び関係書類を利子補給金の交付を受けた年度の翌年度から起算して

５年間保管しなければならない。

（その他）

第15条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。

附 則

この要綱は、平成30年７月31日から施行し、平成30年７月５日から適用する。

附 則（平成30年８月24日要綱第90号）

この要綱は、平成30年８月24日から施行する。

附 則（平成31年１月４日要綱第４号）

この要綱は、平成31年１月４日から施行する。ただし、様式第４号の改正規定は、

平成31年２月１日から施行する。

附 則（平成31年３月13日要綱第23号）

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。

附 則（令和元年12月20日要綱第46号）

この要綱は、令和元年12月20日から施行する。

附 則（令和２年５月12日要綱第95号）

この要綱は、令和２年５月12日から施行し、改正後の第11条第１号の規定は、令和

２年３月２日から適用する。

附 則（令和３年３月１日要綱第51号）

（施行期日）

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式（以下「旧様式」とい

う。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみ

なす。

３ この要綱の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整

をして使用することができる。

附 則（令和４年３月22日要綱第22号）

（施行期日）

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。



（経過措置）

２ この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式（以下「旧様式」とい

う。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみ

なす。










